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ち１名以上は口腔病理診断を専ら担当した経験を７年以上有していること。

３ 届出に関する事項

口腔病理診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式80の３を用いること。

第85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項

１ クラウン・ブリッジ維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されていること。

２ クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添２の様式81を用いること。

第86 歯科矯正診断料

１ 歯科矯正診断料に関する施設基準

(１) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。

ア 歯科矯正セファログラムが行える機器を備えていること。

イ 歯科矯正治療の経験を５年以上有する専任の歯科医師が１名以上勤務していること。

(２) 常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。

(３) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関

する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

２ 届出に関する事項

歯科矯正診断料の施設基準に係る届出は、別添２の様式82を用いること。

第87 顎口腔機能診断料

１ 顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術前後におけ

る歯科矯正に係るもの）に関する施設基準

(１) 障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第36条第1号及び第2号に係る

医療について、障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第1項に規定する都道府県

知事の指定を受けた医療機関（歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。）であること。

(２) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。

ア 下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えてい

ること。

イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ１名以上勤務し

ていること。

(３) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関

する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

２ 届出に関する事項

顎口腔機能診断料の施設基準に係る届出は、別添２の様式83を用いること。

第88 調剤基本料の特例に関する施設基準

１ 当該保険薬局において、24時間開局をしていること。24時間開局とは、次に掲げるすべての要

件を満たす保険薬局をいう。

(１) 険薬剤師が当直を行う等保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調

剤できる体制を有していること。
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(２) 当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置

を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用

出入口又は窓口で対応することで差し支えない。

２ 調剤基本料の特例の施設基準に係る届出は、別添２の様式84を用いること。

第89 基準調剤加算

１ 基準調剤加算１の施設基準

(１) 保険調剤に係る医薬品として700品目以上の医薬品を備蓄していること。

(２) 当該薬局を含む近隣の薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備

されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣

の保険薬局との連携により24時間調剤及び在宅業務が速やかに実施できる体制を整備してい

ることをいうものである。ただし、連携体制を構築する複数の保険薬局の数は、当該薬局を

含めて10未満とする。

(３) 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に（記載事項に変更があった場合はそ

の都度）、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意

事項（近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、

近隣の保険薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。）等について、事前に患者又は

その家族等に対して説明の上、文書（これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。）

により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜

日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明

示すること。

また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の

外側の見えやすい場所に掲示すること。

(４) 処方せんの受付回数が１月に4,000回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に

係る処方せんのうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。

(５) 上記(４)に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号００に掲げる

調剤基本料における処方せんの受付回数が１月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の

保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。

(６) 麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を

行うことができること。

(７) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、

患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度

必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱

いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(８) 当該保険薬局の開局時間は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の

保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものでないこと。

(９) 当該保険薬局は、地方厚生（支）局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出

を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応が

できるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、

薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が
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可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の

情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬

剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した薬剤情報提供文書を交付す

こと。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、

当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品安全、医療保

険等に関する外部の学術研修（地域薬剤師会等が行うものを含む。）を受けさせていること。

併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定

の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせてい

ることが望ましい。

(11) 薬局内にコンピューターを設置し、医薬品医療機器情報配信サービス（ＰＭＤＡメディナ

ビ）によるなど、インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療

機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12) 次に掲げる情報（当該保険薬局において処方された医薬品に係るものに限る。）を随時提

供できる体制にあること。

ア 一般名

イ 剤形

ウ 規格

エ 内服薬にあっては製剤の特徴（普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等）

オ 医薬品緊急安全性情報

カ 医薬品・医療機器等安全性情報

キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 「薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表について(平成26年１月21日薬食総発0121第

１号）の別添に掲げる機能について整備するよう努めること。特に次に掲げる機能について

可能な限り整備するよう努めること。

ア 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話の

やりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンター

を有すること。

イ 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一

般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を

行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

ウ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣

全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資す

る取組みを行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

２ 基準調剤加算２の施設基準

(１) 保険調剤に係る医薬品として1000品目以上の医薬品を備蓄していること。

(２) 当該保険薬局のみで24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24

時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局により24時間調剤及び在宅業

務が速やかに実施できる体制を整備していることをいうものである。

(３) 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に（記載事項に変更があった場合はそ
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の都度）、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意

事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書（これらの事項が薬袋

に記載されている場合を含む。）により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当

者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれ

る連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、自局に直接連絡が取れる連絡先電話番

号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(４) 処方せんの受付回数が１月に600回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に係

る処方せんのうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。

(５) 上記(４)に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号００に掲げる

調剤基本料における処方せんの受付回数が１月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の

保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。

(６) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。

また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関か

ら衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、

当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入

価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(７) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を

自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(８) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時

の直近１年間の在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指

導の実施回数（在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管

理指導費を算定したもの並びに各算定要件を満たしているが、算定はしていない場合を含

む。）が、合算して計10回以上であること。

(９) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよ

う、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職

種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又

は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書（電子媒体を含む。）により随時

提供していること。

(10) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と

連携していること。

(11) １の(６)から(13)までの基準を満たしていること。

３ 届出に関する事項

(１) 基準調剤加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式84の２を用いること。

(２) 当該従事者の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤の別）及び勤務時間を別添２の様式４を用

い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」につい

ての記載は要しない。

第90 後発医薬品調剤体制加算

１ 後発医薬品調剤体制加算１の施設基準

(１) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当
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該薬剤を合算した使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格単位ごとに数えた数量

（以下「規格単位数量」という。）に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が55％以上で

あること。

なお、平成26年１月から同年３月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単

位数量について、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」

（平成26年３月５日保医発0305第13号）において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる

後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。

(２) 当該保険薬局において調剤した薬剤（３に掲げる医薬品を除く。）の規格単位数量に占め

る後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であ

ること。

(３) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場

所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の

見やすい場所に掲示していること。

２ 後発医薬品調剤体制加算２の施設基準

(１) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当

該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が65％以上である

こと。

なお、平成26年１月から同年３月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単

位数量について、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」

（平成26年３月５日保医発0305第13号）において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる

後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。

(２) １の(２)から(３)までの基準を満たすこと。

３ 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

(１) 経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤、エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、

エンシュア・Ｈ、ツインライン配合経腸用液（経過措置品目）、ラコール配合経腸用液（経

過措置品目）、ツインラインＮＦ配合経腸用液及びラコールＮＦ配合経腸用液

(２) 特殊ミルク製剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミ

ルク配合散「雪印」

(３) 生薬（薬効分類番号 510）

(４) 漢方製剤（薬効分類番号 520）

(５) その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品（薬効分類番号 590）

４ 届出に関する事項

後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式85を用いること。

第91 保険薬局の無菌製剤処理加算

１ 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準

(１) ２名以上の保険薬剤師（常勤の保険薬剤師は１名以上）がいること。

(２) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えているこ
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と。

ただし、薬事法施行規則（昭和36年２月１日厚生省令第１号）第15条の９第１項のただし

書の規定に基づき無菌調剤室（薬局に設置された高度な無菌製剤処理製剤処理を行うことが

できる作業室をいう。以下同じ。）を共同利用する場合は、この限りでない。

２ 届出に関する事項

(１) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式86を用いること。

(２) 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤の別）及び勤務時

間を別添２の様式４を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専

任・非専任の別」についての記載は要しない。

(３) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図（クリーンベンチ等が設置され

ている場合はその位置を明示すること。）を添付すること。

第92 在宅患者調剤加算

１ 在宅患者調剤加算に関する施設基準

(１) 地方厚生（支）局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険

薬局であること。

(２) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時

の直近一年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管

理指導費の算定回数が、合算して計10回以上であること。

(３) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導

（以下「在宅業務」という。）に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応で

きる体制の整備については、サポート薬局の薬剤師と連携して対応する方法を講じている場

合も含むものであること。

(４) 地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら

又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(５) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成

し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する学術研修（地域

薬剤師会等が行うものを含む。）を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤

師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会

への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(６) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。

また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関か

ら衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、

当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入

価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(７) 麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を

行うことができること。

２ 届出に関する事項

在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添２の様式87を用いること。
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